
 

 

事 務 連 絡 

ᖹ成㸰㸶ᖺ㸱月㸯㸮日 

 

都道府┴民生主管部㸦局㸧 

国民健康保険主管課㸦部㸧   

後期高齢者医療主管課㸦部㸧  

都道府┴後期高齢者医療広域連合事務局  

全 国 健 康 保 険 協 会  

健 康 保 険 組 合  

 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 保 険 課 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

 

 

精神病床࡟長期入院すࡿ患者ࡢ食事療養標準㈇担額࡟関すࡿ経過措置 

 い࡚ࡘ࡟送付ࡢＱ＆Ａࡿ係࡟

 

 

医療保険制度ࡢ෇滑࡞実施ࡘ࡟い࡚ࠊᖹ素よࡾ格段ࡢ御協力ࠊ御尽力ࢆ賜ࡾ

厚く御礼申しୖࡆますࠋ 

標記ࡢ経過措置ࡢᑐ象ࡿ࡞࡜具体的࡞場合࡟関すࡿＱ＆Ａࡘ࡟い࡚ࠕࠊࡣ精神

病床࡟長期入院すࡿ患者ࡢ食事療養標準㈇担額࡟関すࡿ経過措置࡟係ࡿ事務ࡢ

取扱いࡘ࡟い࡚ 㸦ࠖᖹ成 28ᖺ㸰月 19日付ࡅ保保発㸮㸰㸯㸷第㸯号࣭保国発㸮㸰

㸯㸷第㸯号࣭保高発㸮㸰㸯㸷第㸯号厚生労働省保険局保険課長࣭国民健康保険

課長࣭高齢者医療課長連名通知㸧࡟おい࡚ࠊ追࡚ࡗ通知す࡜࡜ࡇࡿし࡚おࡾま

したࠊࡀ今般ࠊ別添࡜ࡢおࡾＱ＆Ａࢆ作成し関係団体あ࡚通知しましたࠊ࡛ࡢ

そࡢෆ容ࢆ御了知ࠊୖࡢ関係方面へࡢ周知及びそࡢ෇滑࡞運用ࡁࡘ࡟御配慮ࢆ

お願いいたしますࠋ  

御中 



事 務 連 絡 

ᖹ成㸰㸶ᖺ㸱月㸯㸮日 

 

㸦 別 記 㸧 御中 

 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 保 険 課 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

 

 

 

精神病床࡟長期入院すࡿ患者ࡢ食事療養標準㈇担額࡟関すࡿ経過措置 

 い࡚ࡘ࡟送付ࡢＱ＆Ａࡿ係࡟

 

 

 医療保険制度ࡢ෇滑࡞実施ࡘ࡟い࡚ࠊᖹ素よࡾ格段ࡢ御協力ࠊ御尽力ࢆ賜ࡾ

厚く御礼申しୖࡆますࠋ 

標記ࡢ経過措置ࡢᑐ象ࡿ࡞࡜具体的࡞場合࡟関すࡿＱ＆Ａࡘ࡟い࡚ࠕࠊࡣ精神

病床࡟長期入院すࡿ患者ࡢ食事療養標準㈇担額࡟関すࡿ経過措置࡟係ࡿ事務ࡢ

取扱いࡘ࡟い࡚ 㸦ࠖᖹ成 28ᖺ㸰月 19日付ࡅ保保発㸮㸰㸯㸷第㸯号࣭保国発㸮㸰

㸯㸷第㸯号࣭保高発㸮㸰㸯㸷第㸯号厚生労働省保険局保険課長࣭国民健康保険

課長࣭高齢者医療課長連名通知㸧࡟おい࡚ࠊ追࡚ࡗ通知す࡜࡜ࡇࡿし࡚おࡾま

したࠊࡀ今般ࠊ別紙࡜ࡢおࡾＱ＆Ａࢆ作成いたしましたࠊ࡛ࡢ御了知ࠊୖࡢ貴

管ୗࡢ会員等へࡢ周知ࡁࡘ࡟特段ࡢ御配慮ࢆお願いいたしますࠋ 

 

࠙別 添ࠚ 



問㸯 経過措置ࡢ対象ࠕࠊࡣ࡟ࡿ࡞࡜ᖹ成 28ᖺ㸱月 31日࠾࡟い࡚ࠊ㸯ᖺ以上⥅⥆し࡚精

神病床࡟入院し࡚いࡿこࡀࠖ࡜要件࡜さ࡚ࢀいࠊࡀࡿ複数ࡢ་療機関࡛ࡢ入院期間を

合わせࠊ࡜ࡿ㸯ᖺ以上⥅⥆し࡚精神病床࡟入院し࡚いࡿこࡿ࡞࡜࡜場合ࠊࡶ経過措置

 ࠋ࠿ࡢࡿ࡞࡜対象ࡢ

 㸦例㸧ᖹ成 27ᖺ㸯月 31日～ᖹ成 27ᖺ８月 31日 㸿病院ࡢ精神病床࡟入院 

    ᖹ成 27ᖺ８月 31日～ᖹ成 28ᖺ㸱月 31日 㹀病院ࡢ精神病床࡟入院 

㸦回答㸧 

  貴見ࠋࡾ࠾࡜ࡢ上記ࡢ例ࡢようࠊ࡟ᖹ成 28 ᖺ㸱月 31 日࠾࡟けࡿ精神病床ࡢ入院患者

い࡚当࠾࡟同日ࠊ場合ࡓし࡚入院し࡚い⥆⥅࡟精神病床ࡢ་療機関ࡢま࡛複数ࢀそࠊࡀ

該入院患者ࡀ入院し࡚いࡿ་療機関࠾࡟い࡚ࠊࡣ当該་療機関࡟入院すࡿ前ࡢ་療機関

 ࠋ࡜こࡿを確認す࠿否࠿ࡿ対象࡛あࡢ経過措置ࠊ入院日を把握しࡢ精神病床へࡿけ࠾࡟

 

 問㸰 経過措置ࡢ対象者࡛あ࡚ࡗ低所得༊分࡟該当すࡿ者ࠊࡀᖹ成 28 ᖺ㸲月㸯日以降ࠊ

一般所得༊分࡟変更ࡓࡗ࡞࡜場合ࠊ食事療養標準負担額࡜し࡚ࠊࡣ㸯食ࡁࡘ࡟ 260 円

ࡁࡘ࡟㸯食ࠊࡶ࡜ࢀそࠊ࠿ࡢࡿ࡞࡜ 360円ࠋ࠿ࡢࡿ࡞࡜ 

 㸦回答㸧 

  経過措置ࡢ対象者࡟適用さࡿࢀ食事療養標準負担額ࡘ࡟い࡚ࠊࡣᖹ成 28ᖺ㸲月㸯日࡟

施行さࡿࢀ見直し前ࡢ規定ࡀ適用さࠊࡵࡓࡿࢀ見直し前ࡢ一般所得༊分࡜し࡚ࠊ㸯食࡟

ࡁࡘ 260円ࠋࡿ࡞࡜ 

ᖹ成ࠊࡀ者ࡿ該当す࡟一般所得༊分࡚ࡗ対象者࡛あࡢ経過措置ࠊ࠾࡞   28ᖺ㸲月㸯日以

降ࠊ低所得༊分࡟変更ࡓࡗ࡞࡜場合ࠊ食事療養標準負担額࡜し࡚ࠊࡣ見直し前ࡢ規定࡟

よࡾ低所得༊分ࡢ者࡟適用さ࡚ࢀいࡿ額ࠋࡿ࡞࡜ 

 

 問㸱 経過措置ࡢ対象者ࠊࡀᖹ成 28ᖺ㸲月㸯日以降ࠊ࡟同一日࠾࡟い࡚転退院しࡓ場合

入院࡟療養病床ࠖࠕい࡚࠾࡟་療機関ࡢ転院先ࠊࡀࡔ࡜こࡢ࡜ࡿす⥆⥅ࡣ経過措置ࡶ

しࡓ場合࡛あࠊ࡚ࡗ当該者ࡀ 65歳以上࡛あࠊࡣࡁ࡜ࡿ生活療養標準負担額を求࡜ࡿࡵ

いうこ࡛࡜よいࠋ࠿ 

 㸦回答㸧 

  貴見ࠋࡾ࠾࡜ࡢこࡢ場合ࠊᖹ成 28ᖺ㸲月㸯日࡟施行さࡿࢀ見直し前ࡢ規定࡟基࡙く生

活療養標準負担額を適用すࡿこࠋ࡜ 

 

 問㸲 経過措置ࡢ対象者ࠊࡀᖹ成 28ᖺ㸲月㸯日以降ࠊ࡟同一日࠾࡟い࡚同一ࡢ་療機関

 ࠋ࠿よい࡛࡜いうこ࡜ࡿす⥆⥅ࡣ経過措置ࡶ場合ࡿ入院す࡟病床ࡢ他ࡿけ࠾࡟

 㸦回答㸧 

  貴見ࠊ࠾࡞ࠋࡾ࠾࡜ࡢ同一ࡢ་療機関࠾࡟けࡿ療養病床࡟入院しࡓ場合ࡘ࡟い࡚ࠊࡣ

問㸱ࡢ回答ࡶ踏まえࡿこࠋ࡜ 

  

㸦別 紙㸧 



㸦別記㸧 

 

公益社団法人 日本医師会  

公益社団法人 日本歯科医師会  

公益社団法人 日本薬剤師会  

一般社団法人 日本病院会  

公益社団法人 全日本病院協会  

公益社団法人 日本精神科病院協会  

一般社団法人 日本医療法人協会  

一般社団法人 日本社会医療法人協議会  

公益社団法人 全国自治体病院協議会  

一般社団法人 日本慢性期医療協会  

一般社団法人 日本私立医科大学協会  

一般社団法人 日本私立歯科大学協会  

一般社団法人 日本病院薬剤師会  

公益社団法人 日本┳護協会  

一般社団法人 全国訪問┳護事業協会  

公益㈈団法人 日本訪問┳護㈈団  

独立行政法人 国立病院機構  

国立研究開発法人 国立ࢇࡀ研究センタ࣮  

国立研究開発法人 国立循環器病研究センタ࣮  

国立研究開発法人 国立精神࣭神経医療研究センタ࣮  

国立研究開発法人 国立国際医療研究センタ࣮  

国立研究開発法人 国立成育医療研究センタ࣮  

国立研究開発法人 国立長ᑑ医療研究センタ࣮  

独立行政法人 地域医療機能推進機構   

独立行政法人 労働者健康福祉機構  

 

 

 

 


